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第１章  第３次計画策定の趣旨                 

 

１． 子どもの読書活動の意義 

子どもの読書活動は、言葉を学ぶ手段としてだけではなく、感性を磨き、表現力を高め、

創造力を豊かなものとし、人生をより深く生きる力を身に付けていく上でも欠くことので

きないものです。良い本との出会いは、とても大切なものであり、時には、一冊の本が人

生に大きく影響を及ぼすこともあります。 

近年は、スマートフォンなどの情報通信機器やデジタルメディアが急速に普及し、あら

ゆる分野の情報に触れることが容易になっています。このことは、子どもの日常生活に大

きな影響を及ぼすとともに、読書活動における「紙の本」という形態にも大きな変化が生

じています。また、コロナ禍において図書館の利用が制限されたことなどにより、本と親

しむ機会が減少傾向にあり、子どもの「活字離れ」「読書離れ」が指摘されています。 

このような、子どもを取り巻く大きな環境変化や昨今の社会情勢を踏まえ、家庭、地域、

学校等、関係機関が連携し、子どもの読書活動を推進していく必要があります。 

 

２． 計画策定の背景 

【国の動向】 

国では、平成 13年 12月に施行された「子どもの読書活動の推進に関する法律」（以下「読

書活動推進法」という。）に基づき、平成 14 年８月に「子どもの読書活動の推進に関する

基本的な計画」を策定し、以降、おおむね５年間ごとに内容の見直しを図っています。 

また、令和元年６月には、障がいの有無にかかわらず、全ての国民が等しく読書を通じ

て文字・活字文化の恵沢を享受することができる社会の実現を目指すため「視覚障害者等

の読書環境の整備の促進に関する法律」（以下「読書バリアフリー法」という。）が施行さ

れたほか、令和４年１月には、全ての公立小中学校において学校図書館図書標準の達成を

目指すとともに、計画的な図書の更新、学校図書館への新聞の複数配置及び学校司書の配

置拡充を図るため「第６次学校図書館図書整備等５か年計画」が策定されました。 

令和５年３月には、全ての子どもたちが読書活動の恩恵を受けられるよう、「不読率の低

減」「多様な子どもたちの読書機会の確保」「デジタル社会に対応した読書環境の整備」「子

どもの視点に立った読書活動の推進」の４つの基本的方針を掲げた、第５次国基本計画が

策定され、社会全体で子どもの読書活動の推進が図られています。 

  

【県の動向】 

県では、令和２年３月に「第６次山形県教育振興計画（後期計画）」を策定し、学校・家

庭・地域への読書の大切さや読み聞かせの重要性の普及、学校図書館や地域図書館の積極

的な利活用を促した読書活動の推進に取り組むと掲げています。  
























































